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おらほのプラン２の策定にあたって

　日ごろより加美町社会福祉協議会の事業推進につきまして、町民の皆様の深い
ご理解のもと、多大なる善意とご協力をいただいておりますことに厚く御礼申し
上げます。
　　　　　　　　　　　
　私は、約 70年前のベビーブーム世代、いわゆる「団塊の世代」に当たります
が、町の広報紙や種々の会議等で示される少子・高齢化の進行、35パーセントを
超える 65歳以上の高齢化率を見るにつけ、平成から新しい元号に変わる現代の
様々なことにおいて、かつて経験したことのない地域状況になったことへの不安
感が増大しております。

　このような中、今回の「第 2次地域福祉活動計画」の策定は、①地域福祉に関
するアンケート調査による町民の声の把握、②職員による第 1次計画の達成度評
価を通した現状・課題の分析を経て、③第 2次計画の素案を設定し、そして、④
第２次計画策定委員会で素案の吟味・検討という経過を辿っております。策定委
員の皆様には、予定を超える日数、時間数を費やして慎重審議していただき、重
みのある答申をいただきました。本当にありがとうございました。

　これからの地域のインフラ整備は、従来の産業基盤の整備のみならず、社会福
祉施設など生活関連施設等のハード面や共生のあり方などのソフト面を含めた社
会資本の整備充実が一層求められてくると思います。本会では、この『おらほの
プラン２』（ お たがいに支えあい、自分 ら しく生きられる、ほ っとするまちづ
くり）をもとに、今後の事業展開と経営基盤の確立に努めてまいりますので、こ
れからも引き続き町民の皆様のさらなるご支援ご協力を賜りますようお願い申し
上げます。

　　　平成３１年１月

　　　　　　　　　　　　　　　　社会福祉法人　加美町社会福祉協議会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　　長　　今　野　文　樹
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　加美町社会福祉協議会は、地域福祉の推進を総合的かつ計画的に実施するため、平成２４年度

に「第１次地域福祉活動計画（平成２５年度～平成２９年度）～おらほのプラン～」を策定しま

した。この５年間は、“みんなで支えあう　地域の輪　誰もが安心して暮らせる福祉のまちづく

り”という基本目標のもと、町民参加、住民主体による地域福祉の推進に努めてきました。

　わが国は、少子高齢化の急速な進行や人口減少により、社会保障財源や福祉人材の確保が難し

くなってきているといった問題が深刻化しております。さらには、高齢者のみの世帯や一人暮ら

し高齢者世帯の増加など家族形態の変容により、地域コミュニティ機能が低下し、従来までの社

会福祉の枠組みでは対応しきれない課題、特に孤立死やひきこもりなどの社会的孤立の問題、い

じめや虐待などの権利擁護問題、生活困窮世帯の問題等、新たな生活課題が発生しています。

　こうした情勢を背景に、社会福祉法や介護保険法等の福祉関係制度の改正が行われ、住まい・

医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築、地域住民や地

域の多様な主体が世代や分野を越えてつながることで住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域

をともに創っていく地域共生社会の実現に取り組むことになりました。

　加美町社会福祉協議会が策定する第２次地域福祉活動計画は、これまでの取り組みの成果を踏

まえたうえで、新たな課題や本町の地域特性も考慮し、地域に住む人々がお互いに支えあい、た

すけあい、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる福祉のまちづくりを実現するための活動計

画として策定します。

　地域福祉活動計画とは、社会福祉協議会が呼びかけて、地域住民、当事者団体、ボランティア、

ＮＰＯ法人等が相互協力して策定する地域福祉の推進を目的とした民間の活動・行動計画です。そ

の内容は、福祉ニーズが現れる地域社会において、福祉課題の解決を目指して、住民や民間団体

の行う諸々の活動と必要な資源の造成、配分などを、組織だって行うことを目的として体系的か

つ年度ごとにとりまとめた取り決めです。また、施設・事業所の運営・経営など、社協が実施す

る事業についても記載します。

－１－

第１章　　は　じ　め　に

Ⅰ　計画策定の背景とその目的

Ⅱ　計画の位置づけ・性格



　地域福祉活動計画は、２０１８年度から２０２２年度までの 5か年計画とします。ただし、期
間の途中であっても、社会情勢の変化や計画の進捗状況などに応じて必要な見直しを行っていく
ものとします。

－２－

Ⅲ　計画の構成と期間

Ⅳ　地域福祉活動計画の構成（体系）

名　　称 加美町社会福祉協議会「第２次地域福祉活動計画」

お たがいに支えあい・自分 ら しく生きられる・ほ っとする
まちづくりのプラン２

おらほのプラン２



（目的や理念などを明らかにするもの）
＊どのような地域福祉活動を進めるかという５年間に取り組む目標・ス
ローガンを指す

（具体的な取り組みの柱を明らかにするもの）
＊基本目標を実現するために取り組む分野を明らかにするもので、その
ための軸となる基本項目を表しており、基本目標を具体化する柱とな
る

（具体的な取り組み事項を明らかにするもの）
　　①　実施項目
　　②　実施主体
　　③　関係機関（役割分担）
　　④　財源区分
　　⑤　年次計画
＊基本計画ごとの課題に対して具体的にどのような事業・活動に取り組
むかを定める。

＊実施主体：事業と社協の関係を整理する。単独事業、共同事業、後援
事業

＊関係機関：事業の実施にあたって関係する機関や団体を整理する
＊財源区分：事業費等の財源確保の見込みを整理する。補助金・委託金、
自主財源、配分金等

＊年次計画：事業に着手する「年次」を明記する

－３－

基本目標

基本計画

実施計画

一次計画達成度の見方
　A　　達成　　　　76％～ 100％　 目標に対しほぼ達成できた
　B　　概ね達成　　51％～ 75％　　目標に対し半数以上達成できた
　C　　一部達成　　26％～ 50％　　目標に対し一部は達成できた
　D　　未達成　　　25％以下　　　 目標に対し着手したが成果がでて
　　　　　　　　　　　　　　　　　 いない、または未着手



第２章　地域福祉活動計画



【現状と課題】
　地域福祉事業の推進は、住民の要望（ニーズ）に基づき実施されるべきものです。本会として
は、平成２９年度に地域福祉に関するアンケート調査、平成２６年度に要援護者等実態調査を実
施し、ニーズの把握に努めました。しかし、第１次計画期間中に住民（福祉）座談会を開催する
ことができませんでした。住民の要望や福祉について話し合う場として、住民（福祉）座談会を
開催することが必要です。

－４－

具体的内容（実施計画）
一次計画
の達成度

実施主体 関係機関 財源区分
年次計画

18年 19年 20年 21年 22年

ア）住民意識調査及び要援護者実態調査
によるニーズ把握

　地域福祉事業は、ニーズに基づき実施
されるべきものであるから、住民の実態
を把握し、実態に即したサービス活動の
充実に結びつける必要がある。地域福祉
活動計画の見直しの時期（５年ごと）に、
各々調査を実施する。

　・住民意識調査（5年ごと）
　・要援護高齢者等ニーズ利用満足度
　　調査（5年ごと）

Ａ
Ｂ

社会福祉
協議会

地区推進員
（行政区長）
福祉活動
推進員
各事業所

一般財源

実施
実施
実施

イ）住民（福祉）座談会等の実施による
　　ニーズ把握

　福祉活動への住民の理解・参加を得る
ためには、情報の共有は不可欠である。
住民（福祉）座談会は、町民と直接話し
合え、町民が最も身近に福祉に接する機
会となる。また、町民自らが地域福祉事
業について考え、参画を促す意味で、住
民（福祉）座談会を開催する。

　・住民（福祉）座談会
　　中新田・小野田・宮崎地区 各１回
　・団体長会議の開催
　・行事や会合の場への参加による
　　ニーズ把握

Ｄ

新規
新規

社会福祉
協議会

地区推進員
（行政区長）
福祉活動
推進員
民生委員
児童委員
各種団体

一般財源

実施
１カ所

実施
実施

実施
１カ所

実施
１カ所

Ⅰ　計画策定の背景とその目的

みんなで支えあう　地域の輪

　誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり

実　施　計　画

基本目標

基本計画１ みんながわかりあうまちづくり（情報・地域課題を共有しよう）

実施項目① 定期的な調査等実施によるニーズ把握



－５－

具体的内容（実施計画）
一次計画
の達成度

実施主体 関係機関 財源区分
年次計画

18年 19年 20年 21年 22年

ア）民生委員・児童委員訪問活動との
　　連携強化

　民生児童委員は、担当区域内の住民の
実態や福祉需要を日常的に把握し、地域
住民に対して適切な相談・援助を行うこ
とを職務としている。また、民生児童委
員は、地域福祉の担い手として、ボラン
ティア活動の推進や地域の福祉課題に
対して住民の理解を求める活動など、地
域福祉の増進を図る活動を行っている。
本会の地域福祉活動においても、民生
児童委員と協力連携しあう事業が多く
なっている。地域住民と密接に結びつい
ている民生委員活動と連携を強化し、支
援や見守りが必要な人について情報が
共有できるよう努める。

　・民生委員・児童委員訪問活動との
　　連携強化

Ａ 社会福祉
協議会

民生委員
児童委員 一般財源 実施

具体的内容（実施計画）
一次計画
の達成度

実施主体 関係機関 財源区分
年次計画

18年 19年 20年 21年 22年

ア）地域福祉に関する総合的な情報提供
　（広報活動の充実）

　地域の課題や社会資源、活動のノウハ
ウなど、地域で必要な情報をよりタイム
リーに発信しながら、社協だよりやホー
ムページ等の内容充実により広報活動
の強化を進める。
　また、福祉まつりと社会福祉大会に代
わる催しとして、毎年「福祉のつどい」
を開催し、地域福祉の推進や広報活動に
努める。

　　・社協だよりの発行（年４回）
　　・ホームページの管理・運営
　　・行政広報誌への掲載等
　　・福祉のつどいの開催
　　　　（表彰式、福祉講座(講演会）等）

Ｂ
Ｂ
Ｂ

実施済み

社会福祉
協議会

行政　　　　　
各種団体等

一般財源　　　　
共同募金
財源

実施

実施

【現状と課題】
　社協だよりやホームページを利用し、情報の発信に努めていますが、平成 29年度地域福祉に関
するアンケート調査によれば、社会福祉協議会について、名前も活動内容も知っているが 47.6％、
名前は聞いたことがあるが、活動内容は知らないと答えた人が 46.0％、名前も活動内容も知らな
いと答えた人が 3.8％と、活動内容を知らないと答えた人が約半数に上っています。また、特に
若い世代ほど認知度が低い結果となっています。引き続き、広報活動を強化する必要があります。

実施項目②

実施項目③

地域住民の福祉ニーズの把握

地域福祉に関する総合的な情報提供（広報活動の充実）



【現状と課題】
　本町は、人口の減少（自然減、社会減）が一段と進み、高齢化及び少子化の進行が顕著で、高
齢化率は３５％を超えています。また、核家族化の進行など家族機能の変化と地域の結びつきや
人間関係の希薄化は、様々な問題を生み、地域住民の生活課題は、多様化・重層化、単一の福祉
サービスだけでは充足されません。公的サービスや民間レベルでの地域生活支援活動も含め、各
サービスの相互連携を図り、総合化されたサービス提供体制を構築していく必要があります。地
域住民の福祉ニーズに則した福祉サービスの開発や各サービス間の連携などを推進していきます。
　地域福祉に関するアンケート調査では、配食サービスや除雪サービス、日常生活自立支援事業
など、住民の生活に直結したサービスを重要だと思うと答えた方が多くなっています。

－６－

具体的内容（実施計画）
一次計画
の達成度

実施主体 関係機関 財源区分
年次計画

18年 19年 20年 21年 22年

ア）配食サービスの充実

　高齢者等生活支援（配食サービス）事
業として、週５回（月曜日から金曜日、
祝日を除く）、夕食の宅配を実施する。対
象者は要支援認定以上、または障害手帳
を所持している６５歳以上の一人暮ら
し、二人暮らし等とする。利用料は一食
４００円。調理については、衛生管理等
を考慮し、臨時職員を雇用して中新田デ
イサービスセンター厨房を利用する。配
達については、ボランティア (ボラン
ティア友の会、個人）と職員が行う。食
事作りが困難な世帯や他に食の支援が
受けられない世帯に食事を提供すると
ともに、配食時の安否確認を行うことで、
地域において自立した生活を行えるよ
う引き続き支援する。

　・配食回数　　週５回
　・利用者増に伴う、調理場所の確保、
　　整備、配達ボランティアの確保等
　　について随時検討を行う
　　・利用料　　４００円

Ａ

Ａ

Ａ

社会福祉
協議会

ボランティア
友の会

個人ボランティア
民生委員
保健福祉課
地域包括
支援センター
福祉センター
居宅介護
支援事業所

一般財源

実施

実施

イ）除雪サービスの充実

　高齢者等生活支援（除雪サービス）事
業は、冬期間も安心して暮らせるよう、
概ね 70歳以上の一人暮らし、二人暮ら
しの世帯で、要援護状態等にある町県民
税非課税世帯に対し、除雪費用を助成す
る事業である。実際の除雪作業は、担当
となった加美町シルバー人材センター
の会員が行う。１時間当たり1,375円を
シルバー人材センターに支払う。社協が
1,175 円を助成し、利用料は 200 円と
なっている。あくまでも人力（手作業 )

Ⅰ　計画策定の背景とその目的基本計画２ 共に支えあうまちづくり（地域福祉を推進しよう）

実施項目① 基幹的福祉サービス基盤の充実

検討・実施



－７－

で行える範囲で、日常生活上除雪が必要
な場所（玄関周り、通路、石油、ガス周
り）に限られており、屋根、庭など危険な
場所は対象外となる。高齢の方や障害の
ある方、周りに支援者がいない方にとっ
て、除雪問題は、自立した生活に支障を
きたす問題である。引き続き支援すると
ともに、シルバー人材センターの会員が
いない地域や、人力のみでは対応できな
いケースなどの解決をはかる必要があ
る。

　・シルバー人材センターへの除雪
　　業務委託の継続
　・利用料金の見直し
　　　段階的に引き上げる
　・一日の利用回数制限　無制限→ 2回
　・シルバー人材センターの会員がい
　　ない地域、手作業出来ない地域か
　　ら申請のあった事業該当者につい
　　ては、小地域ネットワーク活動モ
　　デル行政区として、助成金を交付
　　し活動の推進を図る
　・課税世帯に対するシルバー人材セ
　　ンターへの仲介

Ａ

Ａ

Ａ

Ｄ
（新規）

Ａ

社会福祉
協議会

加美町シル
バー人材　　　　　
センター

行政区長
民生委員
住民
行政

共同募金
財源

実施

実施

実施

具体的内容（実施計画）
一次計画
の達成度

実施主体 関係機関 財源区分
年次計画

18年 19年 20年 21年 22年

ア）日常生活自立支援事業（まもりー
　　ぶ）の利用促進
　日常生活自立支援事業は、認知症高齢
者、知的障害者、精神障害者等のうち判
断能力が不十分な方が地域において自
立した生活が送れるよう、利用者との契
約に基づき、福祉サービスの利用援助等
を行うものである。社会福祉法第 81条
により、都道府県社会福祉協議会が実施
主体となり、市町村社会福祉協議会がそ
の窓口業務を行うよう定められている。
サービス内容は、福祉サービスの利用援
助、苦情解決制度の利用援助、日常的金
銭管理、預金通帳の預かりなどである。
相談受付から契約締結までは、県社会福
祉協議会の専門員が行い、実際のサービ
スは市町村の生活支援員が行う。
　・相談窓口の設置（３地区窓口）
　・宮城県社会福祉協議会との連携強化
　・地域包括支援センター等行政機関
　　との連携強化
　・民生委員等社会福祉関係者との連
　　携強化
　・生活支援員の確保
　・研修会への参加（生活支援員、職員）
　・広報誌掲載、パンフレット作成・
　　配布、住民懇談会での周知

Ａ
Ａ
Ａ

Ａ

Ａ
Ａ
Ｂ

社会福祉
協議会

県社協
まもりーぶ大崎
地域包括
支援センター
保健福祉課
民生委員
児童委員
居宅介護
支援事業所

県社協
補助金 実施

実施項目② 公的サービスの利用支援

地域福祉に関するアンケート
調査では、日常生活自立支援事
業を知っていると答えた人の
割合は 31.4%となっており、5
年前からは 10％ほど伸びてい
るが、事業が住民に周知されて
いるとは言い難い。判断能力が
不十分な方が地域において自
立した生活をおくるために有
効な手段として、広報紙などで
広く町民に周知する。
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イ）生活困窮者自立支援事業の利用促
　　進、連携強化

　近年は、社会情勢の変化により、経済
的な困窮状態に陥る人が増加している。
最後のセーフティーネットである生活
保護制度における自立助長機能の強化
とともに、生活保護受給者以外の生活困
窮者に対する、いわゆる「第 2のセーフ
ティーネット」の充実強化を図ることを
目的として、平成 27年 4月に生活困窮
者自立支援法が施行された。
　生活困窮者の自立に向けて、本会とし
ては、関係機関と連携し、生活困窮者自
立支援制度に積極的な役割を果たす。

　・宮城県北部地域自立支援事業との
　　連携
　　　・就労準備支援事業
　　　・一時生活支援事業
　　　・家計相談事業　　
　　　・フードバンク（食料支援）の
　　　　検討・実施

新規

新規

社会福祉
協議会

福祉事務所
保健福祉課
ひありんく
みやぎ生協
民生委員
児童委員

一般財源 実施

具体的内容（実施計画）
一次計画
の達成度

実施主体 関係機関 財源区分
年次計画

18年 19年 20年 21年 22年

ア）生活福祉資金の有効活用の促進

　生活福祉資金貸付制度は、低所得者、
障害者又は高齢者に対し、資金の貸付け
と必要な援助指導を行うことにより、そ
の経済的自立及び生活意欲の助長促進
並びに在宅福祉及び社会参加の促進を
図り、安定した生活を送れるようにする
ものである。県社会福祉協議会が実施主
体、市町村社会福祉協議会が窓口となり、
民生委員児童委員を通じて行われる。昨
今の金融経済情勢の悪化により暮らし
の安全が脅かされている低所得者世帯
などが必要に応じて活用でき、多重債務
の未然防止や生活保護に至らないため
のセーフティネット機能の役割を果た
すためにも、積極的な利用促進が必要と
されている。このため、生活福祉資金制
度をわかりやすく周知することが必要
である。また、貸付け時には、民生委員
児童委員と連携し借受世帯を援助する
とともに、その後の生活支援、償還指導
においても連携して行う。

　・生活福祉資金制度周知
　・民生委員児童委員と連携した貸付
　　世帯への生活支援、償還指導の実
      施

Ｂ
Ｃ

社会福祉
協議会

県社協
民生委員
児童委員
福祉事務所
保健福祉課

県社協
補助金 実施

実施項目③ 地域自立生活を促進する経済支援
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イ）生活安定資金の有効活用の促進

　生活安定資金は、低所得世帯で生活費、
医療費、修学費、その他これらに準ずる
経費に困窮する方に対し、経済的自立及
び生活安定を図るために本会が主体的
に行う貸付制度である。低所得世帯の生
活安定のため、生活安定資金制度をわか
りやすく周知するとともに、貸付けと償
還に関しては、民生児童委員と連携し、
世帯の援助指導を行うものとする。

　・生活安定資金貸付事業
　　生活安定資金（連帯保証人あり）
　　貸付け限度額　50,000 円
　　　　　　（特別の場合 70,000 円）
　　生活安定資金緊急特別つなぎ資金
　　　　　　　　　（連帯保証人なし）
　　貸付け限度額　10,000 円
　・生活安定資金制度周知
　・民生委員児童委員と連携した貸付
　　世帯への生活支援、償還指導の実
　　施

Ｂ

Ｃ

社会福祉
協議会

民生委員
児童委員
生活相談員
福祉事務所
保健福祉課

一般財源 実施

具体的内容（実施計画）
一次計画
の達成度

実施主体 関係機関 財源区分
年次計画

18年 19年 20年 21年 22年

ア）一人暮らし高齢者の集い

　70 歳以上の一人暮らし高齢者を対象
に、食事サービスを兼ねた集い（交流会）
を実施する。一人暮らしの方の仲間づく
りや社会参加、更には健康づくりやボラ
ンティア、民生委員等のかかわりを目的
とする。一人暮らし高齢者が即要援護者
というわけではないが、仲間づくりを支
援し、関係者との連携を深めながら、関
係性を築いていくためにも、今後もボラ
ンティア等の協力を得ながら実施して
いく。回数については、年３回（もちつ
きの集いを含む）実施する。

Ａ 社会福祉
協議会

民生委員
児童委員
ボランティア
友の会

食生活改善推進
員会

保健福祉課
地域包括
支援センター

一般財源 実施

イ） 歳末ふれあいあったか弁当配布
　　（歳末配食サービス事業）

　歳末たすけあい募金を活用し、７０歳
以上の一人暮らし高齢者を対象に、安否
確認を兼ねての弁当配布を地区ごとに
実施する。 実施済み 社会福祉協議会

民生委員
児童委員

小野田
ボランティア
友の会

共同募金
財源 実施

実施項目④ 地域福祉事業の推進
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具体的内容（実施計画）
一次計画
の達成度

実施主体 関係機関 財源区分
年次計画

18年 19年 20年 21年 22年

ウ）家族介護者交流事業

　町受託事業として、在宅で要介護２以
上の家族の介護をされている介護者の
方の慰労を兼ねたリフレッシュ事業を
実施する。介護者相互の交流や、レクリ
エーションなど息抜きのできる内容で、
心身の元気回復を図っていただく。年 3
回の実施で、内 1回は日帰り旅行となっ
ている。参加率は 1割以下で、参加者数
の伸び悩みが課題である。実施回数や曜
日、参加しやすい内容、PR方法等を検
討し、引き続き実施する。

Ａ 社会福祉
協議会

民生委員
児童委員
保健福祉課
地域包括
支援センター

町受託金 実施

エ）車イス等貸与事業

　介護保険制度における福祉用具貸
与では、軽度者（ 要支援１・２、要
介護１）について、車いす等は、原則
として保険給付の対象外となってい
る。本会では、介護保険の保険給付対
象外のケースや、短期や緊急のケー
スについて３地区福祉サービスセン
ターで車イスの貸し出しを行う。高
齢者等がより快適な生活を送れるよ
う、また介護者の負担を軽減するため
に、今後とも車イスの貸し出しを行う。
　また、必要とされる福祉用具の貸し出
しについて、検討を行い、実施する。

Ａ 社会福祉
協議会

民生委員
児童委員
保健福祉課
地域包括
支援センター

一般財源 実施

オ）上寿祝

　長寿を祝い、満 100 歳を迎えた方に
上寿祝として記念品を贈り、お祝いする。
長寿の祝いであることから、引き続き実
施する。

Ａ 社会福祉
協議会 保健福祉課 共同募金

財源 実施

カ）金婚を祝う会

　結婚（婚姻）満 50年を迎えた夫婦をご
招待し、ご夫婦揃っての長寿と結婚 50
年の節目をお祝いする。合わせて、多年
にわたり町発展に尽くされた功績に対
し、慰労を行う。町からの補助金をもっ
て実施しており、引き続き 3地区合同で
実施する。

Ａ 社会福祉
協議会

保健福祉課
町民課 町補助金 実施

キ）罹災家庭援護事業

　火災等災害に遭遇し著しく住宅に被
害を受けた世帯に対し、援護費の支給を
行う。共同募金会が行う災害見舞金と連
携して行う。

　　　全焼　30,000 円
　　　半焼　20,000 円

Ａ 社会福祉
協議会

共同募金会　　　　　
民生委員　　　
児童委員　　　　
行政区長　　　　　
危機管理室

一般財源 実施
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ク）障害福祉助成事業

　加美町身体障害者福祉協会に対し、障
害者レクリエーション大会にかかる助
成金を交付する。

実施済み 社会福祉協議会
身体障害者
福祉協会

共同募金
財源 実施

具体的内容（実施計画）
一次計画
の達成度

実施主体 関係機関 財源区分
年次計画

18年 19年 20年 21年 22年

ア）行政区福祉事業への支援協力

　少子高齢化や核家族化の進行など家
族機能の変化と地域の結びつきや人間
関係の希薄化が問題になる中、行政区を
単位とした支えあいや助けあいが重要
さを増している。行政区における福祉活
動に対して助成することにより、地区住
民の主体的な活動の促進とボランティ
ア活動の推進を図る。助成額については、
一律支給を見直し、世帯数（会員数）に
応じた交付などを検討する。

Ａ 社会福祉
協議会 行政区長 一般財源 実施

イ）行政区ミニデイサービスサポート
　　事業の実施（側面支援）

　行政区が主体となって行うミニデイ
サービス事業（町補助事業）を社協が側
面から支援し、行政区における高齢者の
生きがいづくりや介護予防を支援する。
また、行政区内の担い手である行政区長
や民生委員、ボランティアなどの負担軽
減を図り、より良い活動の継続を推進す
る。内容は、案内状の作成や印刷、レク
リエーション用品の貸し出し、献立の作
成、レクリエーション研修会の開催など。
引き続き積極的な支援を行う。

Ａ 社会福祉
協議会

行政区長　　　　　　
民生委員　　　
児童委員　　　　　
ボランティア　　　　　
保健福祉課　　　　　
地域包括支援　　　　
センター

共同募金
財源 実施

ウ）介護予防シニア元気塾の実施

　行政区で行う事業（主にミニデイサー
ビス）に出向き、介護予防を目的として
講話やレクリエーションなどを実施す
る。１行政区あたり原則年 1回とする。

Ａ 社会福祉
協議会

行政区長
民生委員
児童委員
ボランティア

共同募金
財源 実施

【現状と課題】
　制度や施策に基づく公的サービスだけでは、すべての生活課題に対応することはできません。高
齢者や障害者、子育て世帯等が住み慣れた地域で安心した生活が送れるようにするためには、地
域ごとの活動を支援したり、利用者・家族の立場に立った地域に密着したサービスの支援が求め
られます。それぞれの地域にあった取り組みを支援する必要があります。

実施項目⑤ ニーズ対応型コミュニティサービスの支援
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エ）ふれあい・いきいきサロン活動の推進

　ふれあい・いきいきサロンは、身近な
住民同士の「仲間づくり」や「出会いの
場づくり」を進める活動である。高齢者、
障害者をはじめ、子育て世帯など、身近
な地域で暮らす住民どおしが集まって、
友達、仲間の幅を広げたり、定期的な交
流を通して、一人ひとりの「自分らしさ・
生きがい」など、心豊かな生活が送れる
よう、サロンの設置及び活動を支援する。

・地域住民相互の支え合いによるふれあ
　い・いきいきサロン活動の普及
　（高齢者、障害者、子育て世帯等）

　・社協登録制の実施
　　参加人数　　5名（組）以上
　　概ね月 1回以上の開催
　　　　　（年間 10回以上）
　　助成制度
　　　年 20回を限度に 1回あたり
　　　　　　　　　　　　　1,000 円
　※１サロンあたりの助成回数３回まで
　※助成が終了したサロンについては、
　　町民の居場所づくりとして、 一覧表
　　を作成する。

Ｂ 社会福祉
協議会 一般住民 共同募金

財源 実施

具体的内容（実施計画）
一次計画
の達成度

実施主体 関係機関 財源区分
年次計画

18年 19年 20年 21年 22年

ア） 小地域ネットワーク活動の強化・
　　推進

　小地域ネットワーク活動は小地域（概
ね行政区）を単位として、要援護者一人
ひとりを対象に、保健・福祉・医療の関
係者と住民が協働して進める見守り、援
助活動で、ひとり暮らしや寝たきりの
老人世帯が地域の中で孤立することな
く安心して生活できるよう地域住民に
よる支えあい、助けあいの活動である。
　内容としては、見守り、安否確認、声
かけ運動、ちょっとした買い物やごみ出
し、掃除や除雪など、身近で簡易なサー

Ａ 社会福祉
協議会 行政区長 一般財源 実施

【現状と課題】
　地域福祉に関するアンケート調査では、隣近所との関わりについて、ある程度親しく付き合って
いるかそれ以上と答えた方の割合が５０％あり、立ち話をする程度・挨拶をする程度の付き合い
又はほとんど付き合いがないと答えた方の割合も５０％あります。高齢化や過疎化が進む中、地
域での支えあい活動（高齢者等の日常生活を地域の身近な方々で見守ったり、支え合ったりする
こと）の充実が求められています。身近な支えあいである小地域ネットワーク活動と公的サービ
ス、民間サービス、支援等が一体的に取り組まれるよう総合的なサポート体制を作る必要があり
ます。

実施項目⑥ 小地域ネットワーク活動の強化・推進
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ビスを行う支えあい、たすけあい運動で
ある。この小地域ネットワーク活動を推
進するにあたっては、モデル地区（行政
区）を指定し、できるところから広めて
いく。
　・小地域ネットワーク活動（ みまも
　　りネット）事業の推進
　・モデル地区（ 行政区）指定による
　　活動の啓発、推進
　・行政区・班の住民福祉活動（ 見守
　　り・声かけ運動）の推進
　・除雪サービスを中心としたみまも
　　り活動への助成
　・老人クラブ等福祉活動団体との連
　　携、支援（友愛訪問活動の実施）
　・関係機関連携によるニーズ把握か
　　ら、問題解決、評価に至る仕組み
　　づくりの構築（ 総合的な支援体制
　　の構築

Ｄ

Ａ

Ｄ

社会福祉
協議会

老人
クラブ

社会福祉
協議会

行政区長
民生委員
ボランティア
一般住民

老人クラブ

共同募金
財源

一般財源

一般財源

5 地区

実施

実施

5地区 10地区 10地区 15地区

具体的内容（実施計画）
一次計画
の達成度

実施主体 関係機関 財源区分
年次計画

18年 19年 20年 21年 22年

ア）生活支援・介護予防事業の推進

　制度や公的サービスが充実しただ
けでは、地域で暮らし続けることは
容易ではない。介護が必要になる前
から地域で気にかけ合い、見守り
合い、支え合うことが必要となる。
　そこで、平成２７年に介護保険法が改
正され、新しい総合事業と生活支援体制
整備事業のもと、誰もが暮らしやすい
地域づくりを推進する「 生活支援コー
ディネーター（ 地域支えあい推進員）」
と「協議体」という仕組みが整備された。
　社会福祉協議会は、老人クラブやボラ
ンティアとのつながりが深く、住民の接
点も多い。また、介護事業を行っており
介護ニーズにも精通し、生活を支援する
調整役として期待されている。地域福祉
事業を推進する中核団体として、生活支
援サービス等の推進に向けた取り組み
を検討するとともに、人材の育成を図る。

　・加美町生活支援体制整備事業協議体
　　への参加
　・生活支援コーディネーター配置事業
　　の受託

新規

新規

加美町

社会福祉
協議会

関係団体

加美町 町委託金

実施

【現状と課題】
　社協では、これまで、地域福祉事業の中核を担うべく、地域福祉事業の推進に努めてきました。
平成 27年に介護保険制度が改正され、新しい総合事業と生活支援体制整備事業が開始されたこ
とにより、小地域における住民主体の福祉活動を一層推進するとともに、社会福祉法人、民生委
員・児童委員、ボランティア、NPO団体、地域の関係者や団体との連携・協働の取り組みを広
げることで、地域のつながりの再構築を図り、地域共生社会の実現に向けた実践を進めることが
課題となっています。

実施項目⑦ 生活支援・介護予防事業の推進

検討・実施



【現状と課題】
　生活相談所は長らく町民の１次相談所（どこの相談所に行ったらいいのかわからない、単に悩
み事を聞いてほしい等）としての役割を果たすべく開設されてきました。相談員は民生委員や学
識経験者に委嘱し、月１回の定例相談日と随時相談により相談に応じています。近年、相談の複
雑化、多様化、専門化が益々進み、生活相談所では解決できない問題も多くなっていますが、１
次相談所として、関係機関の紹介や困りごと、心配ごとの傾聴などの機能を果たしています。ま
た、専門相談としては、弁護士による法律専門相談を実施し、効果を上げています。

－ 14－

具体的内容（実施計画）
一次計画
の達成度

実施主体 関係機関 財源区分
年次計画

18年 19年 20年 21年 22年

ア）困りごと相談等機能強化

　生活相談所は、町民の１次相談所とし
ての機能を果たす役割を担っているこ
とから、引き続き実施する。また、生活
相談所では解決できない問題について
は、法律専門相談や法務相談等を紹介し、
解決への一助とする。平成２９年度から
実施している生活相談所の予約制につ
いては、廃止する。

　・生活相談所の開設
　　定例開設月 1回⇒場所、時間の検討　
　　随時相談窓口の開設　随時
　　相談員研修会の実施
　
　・法律専門相談の開設
　　　年３回

　 ・行政書士による無料法務相談紹介
　　　月１回

Ａ

Ａ

Ａ

社会福祉
協議会

行政
民生委員
児童委員
弁護士
行政書士

一般財源 実施

イ）地域の相談機関ネットワークの強化

　近年の相談は、複雑化、多様化、専門
化が益々進み、１か所だけで解決するこ
とは難しい。また、相談所も内容、目的
別によって設置されていることが多く、
紹介先の関係機関として選択する情報
も限られている。相談体制の整備や積極
的な情報提供、各相談機関のネットワー
クの強化を図り、地域住民が相談しやす
い環境づくりを進める。

　・相談機関連絡会議の開催 Ｂ 社会福祉
協議会

行政
各種相談機関 一般財源 実施

Ⅰ　計画策定の背景とその目的基本計画３ 誰もが安心のサービスを（福祉サービスの適切な利用を促進しよう）

実施項目① 総合相談体制の整備・強化



【現状と課題】
　社会福祉法第３条では、これからの福祉サービスについて、個人の尊厳を保持することを基本
的理念とし、利用者本位のサービス提供を行うため、良質かつ適切なものでなければならないと
位置づけています。この理念に基づいて、福祉サービスの基盤整備は、「サービスの質の確保」と
いう視点が求められています。サービスの質や内容について評価する仕組み、その結果を地域住
民に情報公開する仕組み等により、事業運営の透明性を図りながらサービスの質の向上を図る必
要があります。

－ 15－

具体的内容（実施計画）
一次計画
の達成度

実施主体 関係機関 財源区分
年次計画

18年 19年 20年 21年 22年

ア）サービス自己評価の実施の徹底と
　　結果の公開
　介護保険制度は、利用者が自らの意志と
責任に基づいて、サービス提供事業者と契
約利用する仕組みであり、利用者がニーズ
に応じたサービスを選択し、適切に利用す
るためには、事業者が自らのサービス水準
を把握し、課題を明らかにしたうえで、サ
ービスの質の向上に向けた取り組みを行う
ことが求められる。
　社会福祉法第７８条では、経営者にサー
ビスの質の評価を行うこと、良質かつ適切
なサービスを提供するよう規定しており、
サービスの質の向上に向けた取り組みとし
て、サービス自己評価を実施し、その結果
の公表により利用者のサービス選択に資す
る情報を提供する。

Ｄ 社会福祉
協議会 事業財源 検討 実施

イ）評価結果の情報開示のルール化
　サービス自己評価については、利用者に
よるサービス選択の基準となり得るもので、
その情報公表については、本会の広報紙や
ホームページに記載するとともに、市町村
担当部署や居宅介護支援事業所へ評価結果
を送付する。

Ｄ 社会福祉
協議会 事業財源 検討 実施

具体的内容（実施計画）
一次計画
の達成度

実施主体 関係機関 財源区分
年次計画

18年 19年 20年 21年 22年

ア）事故予防、事故後対応等の取り組み
    推進

　介護保険法の制定によって、介護サービスは
措置から契約になり、事業者と利用者との関係
も対等化した。このことにより、利用者側の権
利意識も高まり、今まで顕在化しにくかったト
ラブルや介護事故・介護裁判が増加の一途をた
どっている。事業者として、サービスの内容や
質的な側面の充実が問われることとなる。福祉
サービスにおける事故等のリスクの軽減・回避
するための予防的側面と介護事故が生じた場合
の事後的対応について、介護サービスにおける
リスクマネジメントの質的な向上を図る。

　・リスクマネジメント体制の構築
　・リスクマネジメント委員会の開催

Ａ 社会福祉
協議会 事業財源 実施

実施項目②

実施項目③

サービス評価の取り組み推進

事故予防、事故後対応等の取り組み推進



【現状と課題】
　平成12年の社会福祉法施行にともなって、利用者の立場や意見を擁護する仕組みが盛り込まれ
ました。その一つとして、全ての社会福祉事業者が苦情解決の仕組みに取り組むことが規定され
ました。サービスの内容に不満がある場合、第 1段階として利用者と事業者の話し合いの仕組み
を設定。利用者からの苦情内容を受け付け、利用者が希望すれば事業者が選任した第三者委員を
交えて話し合います。第 1段階で解決できない場合や利用者が事業者以外に相談したい時は、第
2段階として、運営適正化委員会が宮城県社会福祉協議会に設置されています。

－ 16－

具体的内容（実施計画）
一次計画
の達成度

実施主体 関係機関 財源区分
年次計画

18年 19年 20年 21年 22年

ア）苦情処理・解決制度の運用

　福祉サービス利用者の利益の保護を
図るため、社会福祉法第 82条は、事業者
に対し、提供するサービスについて、利
用者等からの苦情の適切な解決に努め
なければならないと規定しており、各事
業所で苦情処理体制を組織している。ま
た、事業所で解決が困難な場合やサービ
スに対する苦情や意見を幅広く吸い上
げサービスの改善を図るため、法人全体
での解決の仕組みとして第三者委員会
を設置しており、その適切かつ効果的な
運用を図る。さらに法人内での解決が困
難な苦情に備え、宮城県社会福祉協議会
に設置されている運営適正化委員会な
ど、外部の苦情処理機関と連携を図る。

　・苦情解決手順の確立
　・苦情受付担当者・責任者の研修
　・苦情解決のための第三者委員会の
　　開催

Ａ 社会福祉
協議会

保健福祉課
宮城県運営
適正化委員会
宮城県国民健
康保険団体
連合会

居宅介護支援
事業所

一般財源
事業財源 実施

イ）苦情解決制度の理解促進

　苦情処理体制を整備し、その体制につ
いては、事業所ごとにチラシを作成し、
利用者に配布はしているが、認知度は低
いものと推察される。利用者の権利擁護
として有効な手段であることから、広報
等のあり方を検討し、利用者、地域住民
の理解促進に努める。

　・社協広報等への掲載
　・重要事項説明書への記載
　・事業所内での提示
　・パンフレットに掲載

Ｄ
Ａ
Ａ
Ｄ

社会福祉
協議会 一般財源 実施

実施項目④ 苦情処理・解決制度の取り組み推進



【現状と課題】
　利用者が安心して福祉サービスを利用できるよう、苦情解決システムの整備や、事業者による
利用者プライバシー保護の徹底が求められています。個人情報が個人の人格尊重の理念の下に慎
重に取り扱われるべきものという個人情報の保護に関する法律の基本理念のもと、本会において
も、個人情報の適切な取扱いを確保し、本会の事業の円滑な運営をはかりつつも、個人の権利利
益を保護する取り組みが必要です。

【現状と課題】
　高齢者や障害者の虐待防止に関する取り組みは、それぞれの人権の尊重や権利擁護の具体化に
つながることのみならず、利用者に安心と安全を提供するサービスの質の向上のためにも必要不
可欠なものです。本会としても、職員の研修の実施、利用者やその家族からの苦情解決のための
体制整備など、人権擁護・虐待防止のための措置を講じる必要があります。

－ 17－

具体的内容（実施計画）
一次計画
の達成度

実施主体 関係機関 財源区分
年次計画

18年 19年 20年 21年 22年

ア）個人情報保護規程の制定

　本会においては、平成 17 年 10 月 1
日施行の個人情報保護規程を既に制定
しており、今後も随時改正を行いながら、
個人情報保護の整備体制を図る。

Ａ 社会福祉
協議会 一般財源 実施

イ）事業者研修の実施

　本会は、職員に対し個人情報保護規程
に基づき、個人情報の適正な取扱いにつ
いての研修を実施する。 Ａ 社会福祉

協議会 一般財源 実施

具体的内容（実施計画）
一次計画
の達成度

実施主体 関係機関 財源区分
年次計画

18年 19年 20年 21年 22年

ア）人権擁護・虐待防止に関する体制
　　整備

　高齢者や障害者の虐待防止に関する
取り組みとして、職員研修の実施、利用
者やその家族からの苦情解決のための
体制整備を図る。

　・責任者の選定及び必要な体制の
　　整備

　・事業所内研修会の実施

新規 社会福祉
協議会 一般財源 実施

実施項目⑤

実施項目⑥

個人情報保護の仕組みの確立

人権擁護・虐待防止に関する体制整備



【現状と課題】
　社会福祉協議会では、事業の一環として、「ボランティア・市民活動センター」などを設置して
（センターの名称がなくても対応している）、ボランティア活動や市民活動に関する相談や情報提
供、活動先の紹介、ボランティア団体等の活動支援や講座、セミナーなどの学習の機会の提供等
を行っています。本会は、合併協議の際に、本部にボランティアセンター、各福祉サービスセン
ターにボランティアサブセンターを設置し、ボランティア活動の推進を図ることとしました。財
源としては、県社協からの助成金（ボランティア・市民活動振興基金助成金）と一般会費が充て
られています。
　地域福祉の推進を第１の目的とする本会としては、ボランティアセンターの充実を図ることが
最重要であると考えていますが、実際には、事務局活動の中で、ボランティア友の会の活動支援
などボランティア事業を行っているのが現実です。
　ボランティアセンター及びボランティアサブセンターの充実は、本会の地域福祉を推進するう
えで、非常に大切な役目を果たすものであり、社協が民間社会福祉（地域福祉）の中核を成すと
いう本来の役割からも、その充実が求められています。
　また、地域包括ケアシステム (生活支援・介護予防）では、地域の支えあいの体制づくりが課
題であり、生活支援の担い手となるボランティアの育成を図る必要があります。
　ボランティア活動の啓蒙・普及に努めるとともに、気軽にボランティア活動に参加できる環境
を整える必要があります。

－ 18－

具体的内容（実施計画）
一次計画
の達成度

実施主体 関係機関 財源区分
年次計画

18年 19年 20年 21年 22年

ア）ボランティアコーディネーターの
　　配置

　ボランティアセンター及びボランティア
サブセンターの開設とともに、ボランティ
アコーディネーターを配置し、本来のボラ
ンティアセンター機能である相談や情報提
供、活動先の紹介、ボランティア団体等の
活動支援、ボランティア養成等を積極的に
行う。
　・ボランティアコーディネーターの
　　配置

Ｃ 社会福祉
協議会 一般財源 検討 実施

イ）ボランティア活動・団体への支援

a）ボランティア友の会への支援
　加美町ボランティア友の会は、中新田ボ
ランティア友の会、小野田ボランティア友
の会、宮崎ボランティア友の会からなり、地
域ごとに特色のあるボランティア活動を展
開している。本会はその事務局として活動
支援を行い、更には、活動のための助成金
を交付している。今後は、地域実情に即し
たボランティア活動を支援しつつ、自主活
動を推進する。
　・ボランティア友の会への支援、自主
　　活動の推進
　・助成金交付による活動支援

Ａ
社会福祉
協議会

加美町ボラン
ティア友の会
　　　　　　　　　　
中新田ボラン
ティア友の会

小野田ボラン
ティア友の会　　　　　　

宮崎ボラン
ティア友の会

一般財源 実施

Ⅰ　計画策定の背景とその目的基本計画４ みんなが主役のまちづくり（ボランティア活動を促進しよう）

実施項目① ボランティアセンターの充実



－ 19－

b）情報提供（財源確保・団体運営ノウ
　 ハウ等）

　町内のボランティア活動・団体への活
動支援として、ボランティアセンターで
入手できる助成金情報等を発信する。そ
の手段としては、社協だよりやホーム
ページに掲載するなど、広く情報提供が
可能な方法とする。また、ＮＰＯ団体等
を育成するため、組織設立や運営などの
支援を行う。

Ｄ 社会福祉
協議会

町内のボラン
ティア活動・
団体・ＮＰＯ
宮城県社協
全国社協

一般財源 実施

ウ）ボランティアの養成と質の向上

a）ボランティア入門講座の実施

　町民対象のボランティア活動のきっ
かけづくりを目的とした講座を実施す
る。

Ｄ 社会福祉
協議会 一般町民

県社協　

助成金
検討 実施

b）各種ボランティア・福祉講座の実施

　活動対象やテーマ別などで行う町民
対象のボランティア講座を実施し、地域
福祉の担い手となるボランティアの育
成や資質向上の取り組みを行う。

　ボランティアリーダー・高齢者・障害
者・児童支援・サロン活動・傾聴・福祉
レクリエーション、福祉講演会等

Ｂ 社会福祉
協議会

ボランティア
友の会
町内の

ボランティア
活動・団体
一般町民

県社協　

助成金
実施

エ）被災地へのボランティア派遣

　地震、洪水などの災害はいつ、どこに
起きるかわからない。東日本大震災では、
災害ボランティア活動が復興への大き
な役割を果たした。本町においても災害
が起こらないとも限らず、ボランティア
を受けいれる立場になることも十分考
えられる。また、近隣市町村に限定はさ
れるが、災害発生の際には、ボランティ
ア募集と派遣を行い、被災地支援の一助
となるよう活動を行う。

Ａ 社会福祉
協議会

ボランティア
友の会
町内の

ボランティア
一般町民

一般財源 実施

【現状と課題】
　学校を地域福祉の理解者を増やす社会資源の一つとして捉え、福祉教育協力校の活動支援や福
祉体験学習など、福祉教育推進事業を実施しています。福祉体験学習の機会の増加など、学校と
の連携は増加傾向にあり、着実に成果が表れています。一方、現役世代となる企業等と連携した
ボランティア活動や学習の機会の提供は全く行われておらず、課題となっています。
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具体的内容（実施計画）
一次計画
の達成度

実施主体 関係機関 財源区分
年次計画

18年 19年 20年 21年 22年

ア）学校等教育機関等への情報提供

　学校のボランティア・福祉教育推進
のため、社会資源等の情報提供や、各
団体等との連絡調整を行う。 Ａ 社会福祉

協議会
各学校　　　　　　　　
教育委員会 一般財源 実施

イ）福祉教育協力校の指定

　町内の小学校、中学校、こども園、幼
稚園、保育所を福祉教育協力校として
指定し、助成金の交付や活動の支援を
行う。（こども園、幼稚園、保育所につ
いては、申請によることとする）

　・加美町福祉教育協力校の指定

Ａ 社会福祉
協議会

各学校　　　　　　　　
教育委員会 一般財源 実施

ウ）福祉体験学習の実施

　各学校や地域の要望に応じ、キャッ
プハンディ体験、社会福祉講話、ボラ
ンティア講話、手話教室などの講師派
遣や、講師の紹介、キャップハンディ
体験用具の貸し出しなどを行う。

Ａ 社会福祉
協議会

各学校　　　　　　
行政区　　　　　　　　

ボランティア等
一般財源 実施

エ）福祉作文・ポスターコンクールの
　　実施

　町内小・中学校の児童・生徒（ポス
ターのみこども園等の年長児）を対象
に、社会福祉に対する関心を深め、福
祉の心（おもいやり・たすけあい・さ
さえあい）の精神と社会連帯意識の高
揚を図る」という趣旨のもとに、福祉
作文・ポスターコンクールを実施する。

Ａ 社会福祉
協議会

各学校　　　　　　　　
教育委員会 一般財源 実施

オ）ボランティア活動体験の実施

　社会福祉の理解を深めることを目的
に、ボランティア活動体験や福祉に関
する体験学習、福祉現場での活動体験
の機会を設ける。

　・福祉体験ワークキャンプ
　　（中学生対象）
　・ボランティア体験塾
　　（高校生以上対象）

Ａ

Ｂ

社会福祉
協議会

各学校　　　　　　　　

教育委員会　　　　　　

事業所等

一般財源 実施

実施項目② 総合学習と連携した学習・活動機会の提供
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具体的内容（実施計画）
一次計画
の達成度

実施主体 関係機関 財源区分
年次計画

18年 19年 20年 21年 22年

ア）企業等への情報提供

　活動を希望する企業等へのボラン
ティア情報提供、学習の機会提供、社
会貢献活動のコーディネート、社協会
員加入呼びかけ、会員企業への広報紙
等の送付を実施する。 Ｃ 社会福祉

協議会 企業等 一般財源 実施

実施項目③ 企業等の社会貢献活動と連携した学習・活動機会の提供



第３章　社協発展強化計画



　第２次地域福祉活動計画を推進するために、加美町社会福祉協議会の経営のビジョンや目
標を明確にして、その実現に向けた組織、財政、人材育成などに関する具体的な取り組みを
お示しするものです。

（１）経営理念（本会の使命）
　　加美町社会福祉協議会は、住民を主体とした地域福祉を推進する中核的な団体として、「誰も
が安心して暮らすことができる地域に根ざした福祉のまちづくり」を推進するため、
　　①住民参加・協働による福祉のまちづくりを目指します
　　②利用者の立場に立った福祉サービスの実現を目指します
　　③地域に根ざした包括的な支援体制の実現を目指します
　　④小地域における住民主体の福祉活動を一層強化するとともに、民生委員・児童委員、ボラ

ンティア、地域の各種団体等と連携・協働し、地域のつながりの再構築を図り、地域共生
社会の実現を目指します

　　⑤在宅福祉サービス事業部門における社協らしさを発揮した事業の展開を目指します
　　⑥行政とのパートナーシップによる地域福祉施策の充実を目指します

（２）組織運営方針
　　加美町社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業を経営する者と社会福祉に関する活動
を行うものが参加する公益性の高い、非営利・民間の福祉団体として、その使命と経営理念を
実現するために、以下による組織運営を行います。
　　①地域に開かれた組織として、運営の透明性と中立性、公正さの確保を図るとともに、情報

公開や説明責任を果たします
　　②事業の実施にあたっては、地域の団体と連携し、住民との協働により進めます
　　③経営については、事業の効果やコスト把握などの事業評価を適切に行い、効果的で効率的

な自立した経営を目指していきます
　　④すべての役職員は、高い倫理意識を保持し、社会的な評価・信頼を得るために、法令を遵

守します

（３）実施計画

　　①一般会員の加入促進
　　社会福祉協議会は、地域住民の参加・協力によって事業をすすめるために住民会員制度をとっ
ています。会費は、社協活動における地域福祉事業の財源として使用されます。
　　会員になることは自ら地域福祉の推進に参加するという意思を表すものであり、地域共生社
会の実現のためにも全戸加入を働きかけていきます。
　　また、社協事業・運営に関する地域住民への積極的な情報の公開を図り、地域福祉事業を推
進するうえで貴重な財源となる会員会費の使途を住民にとってわかりやすく周知していきます。
　・社協だよりに事業計画、予算、事業報告、決算状況の掲載及び会費の使途について報告
　・ホームページによる広報
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Ⅰ　計画策定の背景とその目的基本計画５ よりよい社協づくりのために（社協発展強化計画）

Ⅰ　計画策定の背景とその目的実施計画１ 社協会員制度の加入促進



②賛助、特別会員の加入促進
　　町内に事業所がある団体及び企業の多くが本会会員になっていただけるように、本会活動の
ＰＲに努めるとともに、団体及び企業にとって効果的な社会貢献活動として位置付けしやすい
ように、理解されやすく、加入しやすい賛助、特別会員制度を推進します。

③会費の額
　　会費については、据え置きとします。
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一般会員加入率（会費減免を含む）

賛助、特別会員加入状況 （円）

　　　　　　　　
平成２３年度 平成２９年度

加入世帯数 加入率（％） 加入世帯数 加入率（％）

全　　体 ７，７６４ ９４．３ ７，０５２ ８７．０

中新田地区 ４，２７３ ８９．１ ３，８１０ ８４．０

小野田地区 ２，０１９ ９４．９ １，８３８ ９０．３

宮崎地区 １，４７２ ９８．９ １，４０４ ９１．２

賛助会費 特別会費

平成１９年度 　６３，０００ １，８１０，０００

平成２３年度 ２９７，０００ １，５１０，０００

平成２９年度 ２７５，０００ １，２８０，０００

会費の種類 会費の額

一般会費 １世帯　　１，０００円

賛助会費 １口　　　３，０００円

特別会費 １口　　１０，０００円

２０１８ ２０１９ ２０２０ ２０２１ ２０２２

一般会員の加入促進 実施

２０１８ ２０１９ ２０２０ ２０２１ ２０２２
賛助、特別会員の

加入促進 実施

２０１８ ２０１９ ２０２０ ２０２１ ２０２２

会費の額 実施



　①部会、委員会の積極的な活用（高齢者部会、障害者部会、ボランティアセンター運営委員会、
広報委員会など）
　　第１次計画推進中に、社会福祉法人改革が行われ、本会としても課題となっていた役員体制
の見直しが行われました。今後は、部会（委員会）を地域福祉の推進や本会の事業に参画する
場として位置付け、活動して行けるよう、積極的な活用を図るべく整備していきます。
　　　・部会（委員会）規程の見直し
　　　・高齢者部会及び障害者部会の設置
　　　・ボランティアセンター運営委員会の設置
　　　・広報委員会の設置

　②災害ボランティアセンターの体制整備
　　大地震や水害などの災害時には、被災地内外から支援に駆けつけるボランティアの力が、被
災地の復旧・復興のために欠かせない大きな力となっています。こうした際に、被災者とボラ
ンティアを結びつけるための役割を担う災害ボランティアセンターが必要になります。
　　宮城県では、宮城県と市町村、市町村社会福祉協議会の間に「大規模災害時における災害ボ
ランティアセンターの設置・運営に関する覚書」を締結（平成１６年１２月１日）、大規模災
害時における市町村災害ボランティアセンターの設置・運営について、役割分担と協力関係に
ついて取り決めを行っています。大規模災害が発生したときは社協が中心となって災害ボラン
ティアセンターを設置し、市町村は、災害ボランティアセンターの設置・運営について、設置
場所の提供等の支援を行うことになっています。加美町では、「加美町地域防災計画」のボラン
ティアの受け入れにおいて、災害時におけるボランティア活動の実効性を確保するため、町社
会福祉協議会と協力しつつ、民間団体等と行政機関との間で、ボランティアの受入れや登録等
に関する機能分担をあらかじめ十分調整するとしています。
　　また、宮城県内の市町村社会福祉協議会と宮城県社会福祉協議会が協力し、連携を図って被
災した地域の社会福祉協議会への活動支援を行うための災害時相互支援協定も平成２６年６月
１日に締結されました。
　　本会は、災害復興の大きな力となる災害ボランティアに対する支援を行うため、県社会福祉
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２０１８ ２０１９ ２０２０ ２０２１ ２０２２
部会（委員会）
規程の見直し 検討 実施

２０１８ ２０１９ ２０２０ ２０２１ ２０２２
高齢者部会及び
障害者部会の設置 検討 実施

２０１８ ２０１９ ２０２０ ２０２１ ２０２２
Ｖセンター運営
委員会の設置 検討 実施

２０１８ ２０１９ ２０２０ ２０２１ ２０２２

広報委員会の設置 検討 実施

Ⅰ　計画策定の背景とその目的実施計画２ 社協組織体制の強化



　③人材育成
　　平成２８年１月に「職員（人材）育成システム」～社協職員として　学び・育ち・育てる仕
組みづくり～を制定しました。
　　社協を取り巻く環境の変化により、職員一人ひとりの資質向上、技術や知識の向上がより強
く求められています。社協職員として、学び・育ち・育てる仕組みづくりの確立に向けて、こ
のシステムが機能するよう実施に努めていきます。
　　また、厳しい経営状況ではありますが、人事管理については、職員の能力と意欲をいかす人
材育成の視点に立ち、人材の確保、職員の配置管理、人事管理制度の整備に努めます。特に職
員採用では、「職員採用計画」の人員配置基準に基づき、適正な採用を進めます。
　　平成３０年８月１日現在の本会職員は１２０名で、正職員３８名、非正規職員８２名（マス
ター職員９名、嘱託職員２６名、臨時職員２６名、パート職員２１名）です。そのうち事業職
員が１０１名（正職員２６名、非正規職員７５名）となっています。

協議会や加美町、関係機関、ボランティア等のネットワークづくりや支援のための人材育成・
確保、災害ボランティアセンターの設置場所の検討など、日頃から体制の整備を図っていきま
す。
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２０１８ ２０１９ ２０２０ ２０２１ ２０２２
災害ボランティア
センター体制整備 実施

＜現在の事業所別職員配置状況＞

事　　　業　　　所 地　区 正職員数 非正規職員数

事　　　務　　　局 本部及び
２地区 １２人

マスター職員１人
嘱託職員３人
臨時職員２人
パート職員１人

中新田ヘルパーステーション 中新田地区 　２人

マスター職員１人
嘱託職員４人
臨時職員１人
パート職員１人

加美町社協ヘルパーステーション 小野田地区 　２人
マスター職員２人
嘱託職員２人
臨時職員１人

中新田デイサービスセンター 中新田地区 　５人

マスター職員１人
嘱託職員４人
臨時職員５人
パート職員３人

小野田西部デイサービスセンター 小野田地区 　４人

マスター職員１人
嘱託職員３人
臨時職員２人
パート職員６人



－ 26－

＜現在の正職員年齢及び男女別構成＞

全体　５０歳以上　　３４．２％
　　　４０～４９歳　３１．５％
　　　３０～３９歳　２８．９％
　　　２０～２９歳　　５．２％

事　　　業　　　所 地　区 正職員数 非正規職員数

宮崎デイサービスセンター 宮崎地区 　６人

マスター職員１人
嘱託職員２人
臨時職員９人
パート職員３人

加美町社協ケアサポートセンター 中新田地区 　３人 マスター職員１人
嘱託職員３人

加美町社協入浴ステーション 宮崎地区 　１人 ＊宮崎デイサービス
　センター兼務

クローバーハウス 中新田地区 　２人
嘱託職員１人
臨時職員４人
パート職員１人

やくらいアットハウス 小野田地区 　１人
嘱託職員４人
臨時職員１人
パート職員１人

地域活動支援センターあおぞら 中新田地区 　０人 マスター職員１人
臨時職員１人

配食サービス 中新田地区 　０人 パート職員５人

計 ３８人
（31.6％）

マスター職員９人（7.5％）
嘱託職員２６人（21.6％）
臨時職員２６人（21.6％）
パート職員21人（17.5％）

男 女

６０歳以上 　０人 　０人

５５～５９歳 　０人 　５人

５０～５４歳 　２人 　６人

４５～４９歳 　１人 　６人

４０～４４歳 　２人 　３人

３５～３９歳 　５人 　１人

３０～３４歳 　３人 　２人

２５～２９歳 　２人 　０人

２０～２４歳 　０人 　０人

計 １５人 ２３人
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　本会の平成２９年度当初予算の財源構成は下記のとおりです。

財源区分 当初予算額（千円） 割合（％） 内　　訳

自主（民間）財源 ２０，３１８ ３．９ 会費、寄付金、共同募金配分金、負担金、
配当金、他

公費財源 ６７，３９１ １３．３ 補助金、受託金

事業財源 ３７１，９７４ ７３．２ 介護保険事業収入、障害福祉サービス収
入、雑収入

基金取崩 ７，６４６ １．５ 基金積立資産取崩収入

前期末支払資金
残高 ４１，００２ ８．１ 前期末支払資金残高（繰越金）

計 ５０８，３３１ １００．０

≪人材育成、人事管理の具体的な取り組み事項≫

※退職金関係を除く

取り組み事項 具体的内容

職員研修の充実

内部研修の実施
　　・基本研修の実施
　　・分野別研修の実施
外部研修への積極的参加

自己啓発への支援
福祉資格取得の推進
　　・修得に要する時間の一部を支援
　　・経費の一部助成

キャリアアップの仕組みの構築
職員の研修参加履歴・資格取得状況等を人材情報として
管理
人材登用等への活用

職員採用の選考強化
正職員の適正人員配置基準の制定
正職員採用の年次計画
職員採用の選考基準の見直し等

職員の配置管理 人事異動による人材育成の実施
適材適所に配置するための経歴管理と基準づくり

人事管理制度の整備

人事考課制度の導入検討
昇任管理
表彰制度の活用
マスター職員（定年退職後の再雇用）の活用

２０１８ ２０１９ ２０２０ ２０２１ ２０２２

人材育成 実施（検討）

Ⅰ　計画策定の背景とその目的実施計画３ 地域福祉推進のための財源確保
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　　本会の平成２９年度当初予算の財源構成は、自主（民間）財源が３．９％、公費財源が１３．３％、
事業財源が７３．２％、基金取崩が１．５％、繰越金が８．１％となっています。支出では、人件
費が７３．２％、事務費が５．３％、事業費が１４．９％、施設修繕費が１．５％、当期末支払資
金残高が５．１％となっています。
　　本来、社協は、収益を目的として設立された団体ではなく、社会福祉法において定義されて
いるように地域福祉を推進するために設立された団体で、極めて公共性、公益性が高い事業を
担っています。自主（民間）財源は、町民の福祉向上に資する事業に使用しており、このことか
ら本会の事務局人件費や公益的な事業には、公費（補助金や受託金）があてられています。今
後も公益性の高い非営利・民間福祉団体としての社協固有の役割と機能への理解を求め、社協
運営・事業への支援及び行政との連携強化を働きかけます。
　　一方で、今日の社会情勢の変化や多様化する福祉ニーズに対応する事業を展開するためには、
自主（民間）財源や事業財源といった自己財源の増強が求められます。
　　会費や共同募金配分金など町民からの協力金については、直ちに引き上げすることは難しい
ことであり、寄付金については、年度により額にばらつきがあり、安定的にいただけるもので
はありません。こうしたことから、事業財源の一層の強化が望まれます。
　　在宅福祉サービス事業（介護保険事業及び障害福祉サービス事業）は、住民の期待度も高く、
高齢者福祉、障害福祉事業の推進という観点からも本会としても取り組まなければならない事
業であり、効果的で効率的な経営を行うように努めることによって、本会の自立した運営及び
地域福祉事業の財源確保を目指していきます。

財源区分 内　　訳 使途内容 目　　標

自主（民間）財源
会費、寄付金、
共同募金配分金、
配当金、他

地域福祉活動に
充当（事業費・
運営費）

現状維持を目標とする

公費財源 補助金、受託金
事務局人件費、
公益的な事業に
充当

現状維持を目標とするが、新規委
託事業に対して積極的に名乗りを
あげていく

事業財源
介護保険事業、
障害福祉サービ
ス事業

当該事業に充当
するほか、地域
福祉活動事業費
に充当

効率的な経営を行い、収益を上げ
ていくほか、新規事業を検討（実
施）する

地域福祉基金

合併以前の寄付
金等積立金
基金額
84,686,488 円
（Ｈ 30.3.31 現在）

地域福祉事業、
車輌購入事業

現状維持を目標とするが、新規事
業等の基礎的財源にあてるときや
車輌を取得する際には取り崩すこ
ともある

在宅福祉施設等
整備基金

事業財源におけ
る積立金
基金額
70,198,276 円
つなぎ資金
35,000,000 円
（Ｈ 30.3.31 現在）

備品購入資金、
人件費積立金、
修繕費準備金、
他

事業財源の剰余金を積み立て、増
額を目標とするが、新規事業等や
車輌取得の際には取崩しを実施す
る
目標：年間事業費の３分の１程度
　　　　　　　　　　（内部留保）

２０１８ ２０１９ ２０２０ ２０２１ ２０２２

財源確保 実施（検討）
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　　本会は、在宅福祉（介護）を支える視点で、介護保険事業及び障害福祉サービス事業に参入
し、介護保険事業所７カ所、障害福祉サービス事業所４カ所を経営しています。
　　本町は約４６１㎢あり、県内でも有数の面積を有していますが、住家の点在する、積雪の多
い山間地も多く抱えており、移動距離及び送迎距離が長く、採算性を追求することだけでなく、
サービスの空白域を作らないようサービスの展開に努めていますが、平成２７年度の介護保険
制度の改正の影響や他事業所との競合、人件費の増、老朽化した施設の修繕費の増などから、赤
字になる事業所が増加し、運営の為に基金を取崩すなど本会そのものの経営に影響を及ぼして
おります。
　　しかしながら、本会のホームヘルプサービスやデイサービス事業などは介護保険制度開始前
から行われており、住民の期待度も高く、特に民間事業者が入りにくい分野では、在宅福祉事
業から直ちに撤退することはできません。
　　赤字の事業所については、至急運営の見直しや統廃合を行い、コストパフォーマンスなどを
適切に評価しながら、効果的で効率的な経営を行うように努めることによって、本会の自立し
た運営及び地域福祉事業の財源確保を目指していきます。

①介護保険事業の取り組み
　ア）訪問介護事業所（ヘルパーステーション）※障害福祉サービス事業も実施
　　　　平成１５年の合併時点では、３か所あったヘルパーステーションですが、現在は、町の

地形等を考慮し、中新田地区と小野田地区に１カ所ずつヘルパーステーションを設置して
います。ヘルパーステーションは、正職員比率を下げる等運営の努力は続けているものの、
平成２６年頃から赤字の状態が続いており、効率的な問題から、改善の見通しはありませ
ん。また、ホームヘルパーのなり手が少ない状況にあるため、短時間勤務の職員確保がで
きず、結果、常勤職員に時間外勤務や休日出勤といった負担がかかるという悪循環になっ
ています。

　　　　また、加美町内の介護予防支援事業所は本会の事業所のみとなっています。
　　　このことから、訪問介護事業を継続して行うため、ヘルパーステーションを１カ所にし、職

員配置の効率化と経費削減に努めるよう至急検討を行います。

Ⅰ　計画策定の背景とその目的実施計画４ 在宅福祉事業の精査

◎単年度における収支状況（赤字補填分を除く当期末支払資金残高）

中新田ヘルパーステーション 加美町社協ヘルパーステーション

平成２５年度 － 2,161,947 円  1,387,497 円

平成２６年度 － 2,850,385 円 － 619,582 円

平成２７年度 － 4,611,810 円 － 4,965,467 円

平成２８年度 － 6,176,161 円 － 7,194,299 円

平成２９年度 － 4,265,049 円 － 3,434,568 円

計 － 20,065,352 円 － 14,826,419 円

２０１８ ２０１９ ２０２０ ２０２１ ２０２２

中新田ヘルパーステーション 現状維持 統廃合検討
統　　合

加美町社協ヘルパーステーション 現状維持
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　イ）居宅介護支援事業所（ケアサポートセンター）
　　　　現在、加美町全体の事業所として中新田に１カ所ケアサポートセンターがあり、介護支

援専門員（ケアマネジャー）が７名で居宅サービス計画の作成やサービス事業者との連絡
調整等を行っています。また、加美町からの受託事業として、介護認定調査や介護予防支
援事業も実施しています。

　　　　この計画期間内の体制は介護支援専門員８名とし、引き続き事業を実施します。ただし、
加美町からの受託事業については、採算面や人員面を考慮し、受託の有無について再検討
を行います。

　ウ）訪問入浴介護事業所（入浴ステーション）
　　　　現在、宮崎デイサービスセンターに併設して入浴ステーションを運営していますが、利

用者の減と看護師など人材の確保が困難な状態が続いています。
　　　　事業廃止を検討しましたが、町内の訪問入浴介護事業所は本会のみですので、新規利用

者の獲得と効率的運営に努めます。

２０１８ ２０１９ ２０２０ ２０２１ ２０２２

加美町社協ケアサポートセンター ８名体制

２０１８ ２０１９ ２０２０ ２０２１ ２０２２

加美町社協入浴ステーション 現状維持
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　エ）通所介護事業所
　　　本会では、現在３地区でデイサービスセンターを運営しておりますが、第 1次計画時点と

比較しますと、登録者で４５人減となっており、経営が厳しくなってきています。個別支
援に重点を置くなど、運営の見直しを行い、安定した経営を目指します。

　本会のデイサービスセンターは、リフト車を稼働し、特別浴（又は中間浴）を利用しての入浴が
可能となっているため、要介護度が高い方が多く集まる傾向にあり、認知症の方も多い状況です。
更には、町の施設でもあるということで、利用希望があれば断ることも難しく、結果、年齢・要
介護度・認知症の有無と幅広い方々を受け入れしています。このことは、同じプログラムで過ご
していただくことの難しさを表しておりますが、尚一層の個別支援のあり方を検討しながら、今
後も引き続き質の高いサービスが実施できるよう努めていきます。
　また、小野田西部デイサービスセンターは、２０１９年４月より指定管理が更新されますが、施
設老朽化に伴う施設修繕費や施設管理料が大きな負担となっており、指定管理契約に基づく町と
の協議が必要です。

＜３地区デイサービスセンターの現況＞

中新田
デイサービスセンター

小野田西部
デイサービスセンター

宮崎
デイサービスセンター

設　　置 加美町 加美町 加美町

運営主体 加美町社協 加美町社協（指定管理） 加美町社協

定　　員 ３３名 ２５名 ３５名

登 録 者
(平成 30年 7月現在 ) ６７名 ４７名 ８０名

１日の利用平均
（平成 30年 1～ 6月） ２５．５人 １６．３人 ２３．８人

営 業 日
月～土曜日
（祝日も営業）
1/1 ～ 1/3 休み

月～土曜日
（祝日も営業）
1/1 ～ 1/3 休み

月～土曜日
（祝日も営業）
1/1 ～ 1/3 休み

設 備 等

一般浴室
特別浴室
リフト車３台
軽自動車２台

一般浴室
（特浴・中間浴有り）

リフト車２台
ワゴン車１台
軽自動車１台

一般浴室
特別浴室
リフト車３台
軽自動車２台

利用者の特徴

年齢
　70歳代⇔ 100 歳代
要介護度
　要支援１⇔要介護５
認知症の有無
　有⇔無

年齢
　60歳代⇔ 100 歳代
要介護度
　要介護１⇔要介護５
認知症の有無
　有⇔無

年齢
　50歳代⇔ 90歳代
要介護度
　要支援２⇔要介護５
認知症の有無
　有⇔無
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　　介護保険制度は、収入には介護度による利用限度額という上限がある一方、支出面では人件
費が右肩上がりになることによる収益の低下という構造欠陥があります。
　　また、介護保険給付費の増嵩から、国は舵を介護予防事業に切り替えました。
　　町民、利用者の期待に応えるためにも、今後の国の動向を注視しながら、健全な事業運営が
できるよう努めていきます。

②障害福祉サービス事業の取り組み
　　　　本会が運営する障害福祉サービス事業所は、「加美町障害者自立支援施設　クローバーハ

ウス」、「加美町障害者自立支援施設　やくらいアットハウス」、「加美町社協相談支援事業
所　カミング」、「中新田地域活動支援センター　あおぞら」の４カ所となっています。あ
おぞらについては、加美町からの委託事業として、３障害（身体・知的・精神）を対象と
し、地域において自立した日常生活及び社会生活ができるように支援を行っています。

クローバーハウス やくらいアットハウス

地　　区 中新田地区（広原地区） 小野田地区（西小野田地区）

設　　置 加美町 加美町

運営主体 加美町社協（指定管理） 加美町社協

事業所指定 平成２０年４月１日 平成２２年４月１日

事業の種類 就労継続支援Ｂ型
（多機能型）
就労継続支援Ｂ型

生活介護

障害種別 身体・知的・精神 身体・知的・精神

定　　員 ２０名 ２０名

登 録 者 １９名 就労継続支援Ｂ型　３名
生活介護　５名

営 業 日 月～金曜日
祝日及び 12/29 ～ 1/3 を除く

月～金曜日
祝日及び 12/29 ～ 1/3 を除く

運営上の課題

・トイレの改修や調理室兼休憩室の増築を行っているが、
トイレ、休憩室、更衣室等に男女の区別がない
・定員に対して作業室、休憩室、玄関、事務所などが狭
い
・利用者の障害内容が大きく異なっており、就労継続支
援Ｂ型事業所としての指導方法が難しい
・状態的に生活介護に近い利用者が数名おり、将来的に
は生活介護の立ち上げも必要となる

・特に位置的な問題から、利用者の増が望めず、経営が
立ち行かない
・小野田地区の住民健診会場として利用されている（健
診期間中は、小野田福祉センターに移動したり、外出行
事を取り入れている）
・送迎に時間がかかる
・生活介護をメイン事業として展開していく（サービス
の充実）

２０１８ ２０１９ ２０２０ ２０２１ ２０２２

中新田デイサービスセンター 現状維持

小野田西部デイサービスセンター 現状維持
（指定管理更新）

宮崎デイサービスセンター 現状維持
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　　クローバーハウス、やくらいアットハウスは、その都度運営上の課題を解決しながら、利用
者本位のサービス提供を心がけ、着実に事業を実施してきています。今後についても、質の高
いサービスが展開できるよう、法制度の改正に対処しながら事業運営に努めます。
　　また、加美町社協相談支援事業所カミングについては、平成２６年より事業を開始し、相談
支援員１名を配置して障害児・者のサービス計画作成に努めていますが、介護報酬が見込めな
いことから、赤字の運営が続いています。
　　やくらいアットハウス及び加美町社協相談支援事業所カミングの運営上の課題については、
物理的な問題も多く、本会の努力だけで直ちに解決できる問題ではありません。町当局と相談
しながら、今後の運営について、早急に検討します。

２０１８ ２０１９ ２０２０ ２０２１ ２０２２

クローバーハウス 現状維持
（指定管理）

やくらいアットハウス 現状維持 現状維持
検討

カミング 現状維持 現状維持
検討

あおぞら 現状維持
（委託）

◎単年度における収支状況（赤字補填分を除く当期末支払資金残高）

やくらいアットハウス 加美町相談支援事業所カミング

平成２５年度 　 825,088 円 ―

平成２６年度 － 5,305,599 円 － 4,000,230 円

平成２７年度 － 2,083,413 円 － 3,825,821 円

平成２８年度 － 2,783,585 円 － 4,546,482 円

平成２９年度 － 2,781,358 円 － 4,204,455 円

計 － 12,128,867 円 － 16,576,988 円



加美町社会福祉協議会
「第２次地域福祉活動計画書」

平成３１年１月発行

編集・発行／社会福祉法人加美町社会福祉協議会

〒 981-4261　宮城県加美郡加美町字町裏３２０番地
　　（加美町中新田福祉センター内）

ＴＥＬ：0229（63）2547　ＦＡＸ：0229（63）2898
ＵＲＬ：http：//www.Shakyo.or.jp/hp/288/

おらほのプラン２
みんなで支えあう地域の輪

誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり
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